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【連　載】 第203回／資本剰余金の減少を伴う剰余金の配当におけるみなし配当の計算規定

資本剰余金の減少を伴う剰余金の
配当におけるみなし配当の計算規定

資本の払戻しに係るみなし配当の計算

　まず、資本の払戻しに係るみなし配当の計
算方法について確認しましょう。
　法人の株主等である内国法人が当該法人の
法人税法24条１項４号にいう資本の払戻し
により金銭の交付を受けた場合において、そ
の金銭の額が当該法人の資本金等の額のうち
その交付の基因となった当該法人の「株式又
は出資に対応する部分の金額」を超えるとき
は、その超える部分の金額がみなし配当とな
ります（法法24①）。そして、上記の「株式
又は出資に対応する部分の金額」の計算方法
は、法人税法施行令23条１項４号に規定され
ており、その内容を計算式で示すと以下のよ
うになります。

①株式又は出資に対応する部分の金額

　＝ ②払戻し等の直前の 払戻等対応資本金額等

　×

③ 内国法人が当該直前に有していた 
払戻法人の当該払戻し等に係る株式の数

④払戻法人の当該払戻し 
等に係る株式の総数

②払戻し等の直前の払戻等対応資本金額等
　＝ ⑤当該直前の資本金等の額

　× ⑥減少した資本剰余金の額⑦簿価純資産価額

　そして上記計算式のうち、⑥＞⑦の場合、
⑥＝⑦とされ（同号ロかっこ書き）、②＝⑤と
なります。この場合において、資本剰余金及
び利益剰余金をそれぞれ原資とする配当が同
一日に行われたときに、これを全体として１
個の配当行為として同号を適用すると、②は
⑥を超えて算出され、利益剰余金を原資とす
る配当の一部が資本の払戻しとなってしまい
ます。そうすると、本来的に益金不算入とな
るべき金額の一部が益金不算入にならない事
態が生じてしまいます。
　以下、この点が問題となった事案をみてい
きましょう。

事実の概要

　X社（原告・被控訴人）は、平成24年４月
１日から平成25年３月31日までの連結事業
年度（以下「本件連結事業年度」といいます。）
において、外国子会社であるA社から資本剰

　法人が他の法人から資本剰余金を原資とする剰余金の配当を受けた場合、法人税法24条1
項4号の「資本の払戻し（剰余金の配当（資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。）…）」に
該当し、みなし配当の計算をすることになります。
　それでは、資本剰余金及び利益剰余金をそれぞれ原資とする剰余金の配当を同時に受けた場
合、その全額がみなし配当の計算の対象となるのでしょうか。今回は、この点が争われた事案
をご紹介します。
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